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管理料／日

７日以内 ： 14,980点

８日以上 ： 13,371点

７日以内 ： 10,390点

８日以上 ：   8,773点

７日以内 ： 9,390点

８日以上 ： 7,770点

・広範囲熱傷特定集中治療管理が必要な状態の患者：60日限度

・急性血液浄化（腹膜透析を除く）又は体外式心肺補助（ECMO）を必要：25日限度

・臓器移植を行ったもの：30日限度

医師の配置

・専任の医師が常時、治療室内に勤

務（特定集中治療の経験を5年以上

有し、特定集中治療に係る適切な研

修を修了した医師を2名以上含む）

・当該専任の医師は宿日直を行う医

師ではない

専任の医師（宿日直を行っている専任

の医師を含む）が常時、原則として特定

集中治療室内（当該治療室から離れる

場合にあっては、保険医療機関内の速

やかに特定集中治療室での診療を開始

できる場所）に勤務

専任の医師（宿日直を行っている専任

の医師を含む）が常時、原則として特定

集中治療室内（当該治療室から離れる

場合にあっては、保険医療機関内の速

やかに特定集中治療室での診療を開始

できる場所）に勤務

看護師の配置

2対1

集中治療を必要とする患者の看護の経験5年以上、かつ、適切な研修を

修了した専任の常勤看護師を治療室内に週20時間以上配置
ー

重
症
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必要度

A項目2点以上：８割以上 A項目2点以上：７割以上

SOFA

スコア
入室日のSOFAスコア５以上の患者：2割以上 ―
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